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同
一

価値労働同一 賃金原則 と賃金制度改革の 動向

　　　 　 日本 に お け る ペ イ ・エ ク イテ ィ 実現 の 課題 を探 る

座長 遠藤公嗣　 Endo 　Koshi

1　 分科会 設立の 趣 旨

　本分科会の コ
ー

デ ィ ネー ターで ある森 ます美会員 は
，

つ ぎの よ うに記 した 。

　 日本で 同
一

価値労働同
一

賃金原則 （ペ イ
・エ ク イ テ ィ）が男女間賃金格差 を是 正す

る戦略 と して 提起され た の は， 1992年で あ る 。 その 後の 10数年間に ， ペ イ ・エ ク イ

テ ィ 実践 は京 ガ ス 男女賃金差 別事件 （京都地 裁判決） にお け る 「同
一

価値労 働」 の

認定な ど，
一

定の 前進 を果た して きた 。 同時に こ の 間 ， 経済の グ ロ
ーバ ル 化 と 雇用

の 流動化は非正 規労働者を急増 させ ，企業で は 「職務 ・役割」等に基づ く成 果主義

賃金制度へ の 改革が急速 に 押 し進め られて きた 。 今 日， ベ イ ・エ ク イテ ィ原則 は
，

正 規 ・パ ー ト問賃金格差 の 是正 策 と して希求され，労働組合 の 賃金政 策にお い て も

「仕事基準」の 賃金制度 へ の 模索が始ま り， その 実現 に 向けた職務評価手法の 検討

が行われ て い る 。
こ の 分科会で は ，

ジ ェ ン ダー平等 と公正 な賃金制度 を構築す る視

点か ら， 同
一価値労働同

一
賃金原則実現 へ の 課題を探 る 。

2　 報告の要 旨

　最初 の 報告は ，森 ます美会員 に よ る 「日本 にお け る同
一

価値 労働 同
一

賃金原則 の

実現 へ の 論点　　今 日の 賃金制度改革 とか か わ っ て 」で あ っ た 。 森は
， 現在の 到達

点 を ， 京 ガ ス 事件判決に お け る 「同
一

価値労働」 の 認定や ， 森ます美著 『日本の 性

差別賃金』の 刊行 などを指標と して 確認 した 。つ い で森 は ， 民間企業の 賃金制度改

革を，役割 ・職務等級 制度 へ の 転換，役割給 ・職務給の 導入 ， 個人評価制度の 変化

とま とめ ， 民間企 業 5 社の 賃金改革の事例 を紹 介 し コ メ ン トした 。 職務分析 ・職務

評価をお こ なう企業 もあれば，
これ をお こなわず ， 職務 の 成果責任を明確に で きな

い 役 割等級制度を導入 した企業 もあ り， 多様で あっ た 。 さ らに森は ， 労働組合の 取

り組み を紹介 した 。 自治労 と電機連合の賃金政策に 本原則が 確認 さ れて い る こ と ，

連 合男女平等政策
・労働小委員会に よ る 「同

一価値労働 ・ 同
一
賃金 の 実現 に 向けた

職務 評価手法の 検討　中間 と りま とめ」 が発表され た こ と （2005年 9 月）， 非正規労

働者の 低賃金是正 を 目的 と して
，

生協労連や 女性 グ ル
ープが 職務分析 ・職務評価 を
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試行 して い る こ と
， な どで ある 。 最後 に森 は， 5 つ の 論点を指摘 して 報告を終えた 。

  賃金 の 決定基準が仕事 ・職務に 移行 しつ つ あ る こ と，  何を指標 に仕事 ・職務 を

評価すべ きか の 議論を労働者サ イ ドか ら もっ とお こ な うべ きこ と，◎公 正な職務評

価の 実施に と っ て
， 評価対象 となる職種 ・職務の 的確な把握 と分類 が重要な こ と，

  非正 規労働 者 の 低い 時 間給 を引 き上 げる観点か ら本原則が 実行さ れ るべ きこ と
，

◎ これ らの点を実践 して い くため に
， 労働組合 の 活動 と運動が不可 欠で あるが

，
そ

の 不十分 な現実 をみ る と
， 何 らか の 本原則の 法制化が必要な こ と

，
で あ る 。

　第 2 の 報告は
，

八 谷真智子氏 （非会員　全国生協労働組合連合 会前副委員長）に よ る

「同一
価 値労働 同

一
賃金原 則か らみ た 生協労働者 の 職務 と賃金　　ある生協 の 正

規 ・パ ー トの 聞 き取 り調査 を もと に賃金制度の 方向性 を考 え る」で あ っ た 。 まず八

谷 は，生協労連が 2004年に正 規職員 とパ ー
ト職員 の 職務別賃金額を ラ フ に試算 し比

較 した が
，

そ れ は不
一1分 な試算だ っ た こ とを指摘 した 。

つ い で 八 谷は ， 自分 自身に

よる 聞き取 り調査 に よ っ て
， 仕事内容 と責任度な どを考慮に 入 れて ， よ り正確 な職

務 と賃金 の 比較を試み た 実践 を述べ た 。 調査 は
，

小型店舗の 正 規店長 とパ ー
ト店長 ，

中型店舗 の 農産担当の 正規 とパ ー トリ
ー

ダー
， イ ン ス トア 総菜担当の 正 規 チ

ー
フ の

と パ ー トリ
ー

ダ
ー

，
こ れ ら 3 職務 の 正 規 とパ ー トで お こ な っ た 。 3 職務 ご と に職務

ア イ テ ム を拾い 出 して 職務分 類表を作成 し，それを もとに
，

そ の 職務 に つ く正規 1

人 とパ ー ト 2 人 に
， 職務 ア イ テ ム の 有無を聞 き取 り調 査 した 。

こ の 手法は
， 森 らの

ペ イ ・エ ク イテ ィ研 究会報告 書 （1997）が実施 した 手法に な ら っ た もの で あ る。 そ

の 結果 を ま とめ て 述 べ る と
，

正規職員 とパ ー
ト職員の 職務の 違い は

， 予算策定 ， 部

下の 人事考課 ， 稼動計画 ・採用計画の 最 終的な責任 ，
こ れ らが正規に あ っ て パ ー ト

に ない こ とで あ っ た 。 こ の違 い を職務評価 ポ イ ン トで み る と 5 ％程 度 の 差で あ っ た

か ら
，

そ れ を賃金差 に反映させ ると
， 賃金差は 5 ％程度が妥当 と八谷は考えた 。 し

か し， 現 実の 賃金で は ，
パ ー

トは正規 を年収で 3割か ら 5割 も下回 っ てい た 。

　第 3 の 報 告 は
， 菅家功氏 （非会員　自治労中央執行委員）に よ る 「公務部門 に お け

る 同
一

価値労働 ・同
一
賃金原則の 展望　　自治体 で の 職務評価 の試 み 及 び 『任期付

短 時 間勤務 職員制度』 の 可 能性 に つ い て 」で あ っ た 。 菅家 は，報告 の 前 半 で
，

「JOES 」手法 に よ っ て ， ある 自治体の 職 員組合が職員の 職務評価 を試行 した経験

を紹介 した 。 ∫OES （ジ ・
一ズ ） と は ， 日本で 開発 された職務分析 ・職務評価 の 簡素

な手法で あ り， ア ン ケ ー トの 使用 を特徴 と し，
1 つ の 職務を 3 〜 5 名が評価す る手

法で あ る
。 評価結果の 特徴 と して は ， 第 1

， 同
一

の 職位 （職務段階）で あ っ て も評

点に 相 当の ば らつ きが ある こ と
， 第 2

， 下位 の 職位が 上位の職位を評点にお い て 上

回る ケ ース もある こ と
， 第 3 ，賃金格付けで は

， 本庁 よ り出先機閧の 職務の 賃金が
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低い が ， 今回の 職務評価点数で は ，
こ れが 逆転す る現象がみ られた こ と

， 第 4 ， 同

一
の 部署 内で は 職務評価点数に おけ る職位の 逆転は なか っ た こ と

， な どで あっ た 。

菅家は
， 報告の 後半で

， 自治体に お け る非正規職員の 低 い 賃金 ・労働 条件 と ， そ の

改善の 方策につ い て述べ た 。 た とえば非常勤職員の 期末手当と退職手当は ， こ れ を

支給 しない 自治体が 多い が，A 市の 労使 と議会 は支払 うた め の 条例 ・規則 を整備

した 。 とこ ろが
，
2005年 1 月に 返還 請求の 住民訴訟が起 こ された とい う状 況に ある 。

また菅家 は， 2006年 6 月に で きた 「任期付短時間勤務職員制度」を，非正規職員 の

低い 賃金 ・労働条件 を改 善す るた め に 活用で きる可 能性 を指摘 した 。

3　 コ メ ン トお よび フ ロ ア か らの 質問

　木下武男 会員 は ，八 谷氏の 報告に つ い て つ ぎの よ うに指摘 した 。
パ ー ト店長の 職

務の 価値が予想外 に高か っ た こ とが 注 目され る 。
パ ー

ト店長 の 職務は，部下 の 訓練

や成績査定 に まで も及んで い て
，

パ ー ト職員の 基幹化活用 とい う視点か らも興味ぶ

か い
。 生協店舗 に お け る職員の 均等待遇 の 問題 は

，
ス ーパ ー

マ
ー ケ ッ トな ど大型小

売 り業で も共通す る 問題で あ り， 典型事例 と して の 意味を もつ
。 ま た木下 は， 菅家

氏 の 報告につ い て つ ぎの よ うに指摘 した 。 あ る 自治体 の 職員組合が ， その 自治体職

員の 職務分析を試行 した事例 は，お そら く日本初で あ り，貴重 な経験で ある 。 と り

わ け ， 自治体の 賃金制度が国家公務員の 賃金制度に 準拠 して きた 従来 の仕 組み を改

革で きる条件が強 ま り， 新 しい 賃金制度の 模索 が予想され る現在 ， 労働組合側か ら

の 模索の 試み と して 注目されよ う。

　 コ メ ン トをえた の ち， フ ロ ア 参加者か ら出た 質問 と コ メ ン トはつ ぎの とお りで

あ っ た 。 「経験年数に よる横 断賃率や，木下 が 著書 に 引 用 した ドイ ッ の 編集者 に み

られ る職歴 に よ る賃金決定 ・協約賃金に つ い て
， 同

一価値労働同
一

賃金原則 で は ，

これ ら横 断賃金 ・協約賃金 は どの ように 理論づ け られ る の か 。 理論上 の 関係は ど う

か」「職能等級制か ら同
一

価値労働同
一

賃金原則 に ど う移行で きるか が課題 だ」「内

在 的に考 える と
， 役 割給 の 『役割』 と 職務給 の 『職務』 は

一
緒 なの で は な い か 」

「職務 評価 に は ，成果が要素 と して 入 らない の で は ない か 」「木下 は 『成果』 『役

割』 『職種』 『能力』 の 概念 につ い て 明確 にすべ きだ 」 「労働者が納得す る賃金格差

とは何か 。 職場 で は ，
40万 と35万を比 べ て 5 万 の 格差は 納得 して い るの か」「生協

の 現場労働者は同
一価値労働 同

一
賃金原則 に賛同 して い る の か 」「同一価値労働 同

一
賃金原則 は賃金改善の わ か りや す い 武器 に な るが， 同

一
価値労働 同

一賃金原則の

実現 を阻ん で い る要因は何 か 。 職務給に なれば問題 は な くな る の か 。 A 市の 住民

訴訟に あらわれた とこ ろの
， 労使交渉で 獲得 した非常勤職員へ の 賞与支払 い を

， 不
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当 な支出 とみ なす社会一
般 の 意識 を考慮す る と

， 賃金論の 中で は考 え切れない 問題

が ある」「同
一

価値労働同
一賃金だ け格差が解消で きる とい うの は危 険で は ない か 。

同
一価値労働 同

一
賃金 は均等処遇の

一部に しか な らない 。 社会保障の 基 盤整備 を同

時 に 進行す る必 要が ある」 「公務員に お ける均等待遇を阻む要 因の
一

つ と して公務

員試験 の 存在が ある と思 う。 イ ン ター
ネ ッ ト上で の 国際公 務労連の HP が 参考 に

な る」「同一価値労 働 同
一
賃金原則で ，非正 規雇用 の 賃金水準があが るの は い い 方

向で あ る 。 しか し実際に は
， 職務評価 がお こ なわれず ， 賃金全体が引 き下 げ られ る

の で は ない か 。 仕事の 中身だ けで な く， 労働時間や仕事の 環境 につ い て は どの よ う

な考えなの か」 「正規 職員 に比較 して
，

パ ー トの 昇給 ・昇進 はど うで あ っ たか 」厂同
一

価値労働同
一
賃金原則 は ， 正規職員と パ ー トとい う身分差 が存在する こ とを前提

と して い るが，運動 と して
， 身分 を解消す る方向に は な らない の か 。 正規 職員へ の

登用制度を もっ と取 り入 れる 方が よ い
。 同

一
価値労働同一賃金 で は

，
パ ー

トが正 規

なみ の 賃金 に あげられる の で はな く， 正規がパ ー トなみ へ 下が る可 能性が高い と危

惧す る」「生計費 ・生 活費の 問題 は ま っ た くふ れ られ て い ない が
，

ど うなる の か 」

報告者各自は短 くリプ ラ イを述べ たが
， 私の メ モ が正確で な く， その 紹介は省略さ

せ て い ただ きた い 。

4　 座長の 短い 感想

　報告 3本はい ずれ も， 発 表時間が短い に もか か わ らず，そ の 内容が 豊富か つ 濃密

で あ りす ぎ， その た め ， 口頭 に よ る発 表が簡略に ならざる をえなか っ た と感 じた 。

その 結果 ， 報告内容 が フ ロ ア 参加者に十分 に理解 された とは い えず ，
フ ロ ァ 参加者

か ら出た 質問 と コ メ ン トが ， 報告 内容 にか み あ っ た議論ぼか りに は なら なか っ た よ

うに思 う 。 これ は残念 な こ とで あ り
， 再考の 余地があ っ た ように思 う。

　他方， フ ロ ア参加者の 多くの 議論につ い て
， 同

一
価値労働同一賃金原則 の 実現可

否 の 前提 と な る現状認識 に
， あ る異和感を もっ た 。 そ の 1つ は ， 正社員の 長期安定

雇用 とか 年功賃金 とか の 世界 （日本の 内部労働市場と い い か えて もよ い ）は，労働者の

要求や使 用者の 意図 は そ の 形成 の
一

要素 とは なる けれ ど も，
そ れだ けで 形 成 され る

の で は な く， 客観的 「土台」が あるため に形成 される こ との 看過である 。 「土 台」

と は ， 労働者の 企 業特殊的熟練の OJT に よ る養成 が重要化す る とい う， 日本で い

えば1920年代以来の 事態の こ とで あ る 。 と こ ろが 現在，
こ の 「土台」が揺 らい で い

る 。 そ れ を顕著 に 表現す る現代 日本の 現象は ， 非正社員 の爆 発的 な増加で ある。
こ

れは 「土 台」の 客観的 な変化の 反映で ある 。 こ の 「土 台」の 客観的な変化の 有無 を

ど う認識す るの か につ い て
， 再考の 余地があろ う。
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